
豪ｋ 

公明党提案の意見書が採択され、関係省庁の各大臣に提出されました！ 

◆学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書 

◆児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 

 

●手数料条例の一部を改正する条例 (全会一致)  （平成 31 年 4月 16 日から施行） 

 個人番号（マイナンバー）カードを利用したコンビニエンスストア等の多機能端末機での 

証明等交付を開始することに伴い、その手数料について既定する。 

証明書の種類 窓口交付 コンビニ交付 

住民票 300 円 200 円 

印鑑登録証明書 300 円 200 円 

戸籍の附票 300 円 200 円 

戸籍謄本・抄本 450 円 350 円 

●災害見舞金等支給条例（全会一致） （平成 30 年 9月 4日から適用） 

 風水害等の災害を受けた町民、ご遺族の方に、見舞金等を支給する。 

    住宅： 全壊・全焼・流失     1 世帯につき  10 万円 

        大規模半壊・半壊・半焼  1 世帯につき   5 万円 

        床上浸水         1 世帯につき   3 万円 

    町民： 傷害（30日以上入院）   1 人につき    3 万円 

        死亡（災害より 180 日以内）1人につき   10 万円 

●工事請負契約の締結について （全会一致） 

  町道小谷穴釜線道路改良工事について指名競争入札により契約が締結。 

＜契約先＞（株）星和コンストラクション ＜契約金＞4554 万 360 円 

    工期は平成 31 年 3月 8日 

※中断していた町道小谷穴釜線の拡幅工事が実施されます。 

●平成 30 年度一般会計補正予算（第 7号）（全会一致） 

  主な歳出：河川災害復旧事業 1 億 7125 万 7 千円 

普通河川雨山川（美熊台地区）復旧工事費 １億 4916 万 1 千円 他 

 

＜熊取町平成 29 年度決算報告＞  

＊一般会計        歳入：126億 1,347万 5,379円  歳出：125億 1,951万 217円 

＊一般・特別会計合計   歳入：237億 593万 9,109円  歳出：233億 5,269万 7,095円 

＊実質収支（一般会計）       5,191万 5千円の黒字 

＊実質収支（一般・特別会計）  3億 1,119万 1千円の黒字 

＊町債総額（29 度末現在高）  147億 5,173万 9千円（前年度より 3億 5,245万円 1千円減）   

＊基金総額（29 度末現在高）  42億 5,908万 5 千円（前年度より 1億 6,356万円増） 

 

 

 

  

わたなべ豊子 453-5119

二見 ひろ子 452-6584 

 

熊取公明党 

 

                     ごあいさつ 

このたびの台風 21 号で被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災を通じて、数々の

課題に直面しました。熊取公明党といたしましても、今後いかなる災害にも負けない熊取町を構築する

ために、防災・減災対策に全力で頑張ってまいります。 
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